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流山市空き家等の適正管理に関する条例の制定について 

このことについて、別紙のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１１２条及び流山市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出

します。 
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提案理由 犯罪や災害の発生を誘発する機会を減少させ、市民の安全で良

好な日常生活を確保するため、空き家等の適正管理を図るもので

ある。 



 

 

流山市空き家等の適正管理に関する条例  

（目的）      

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定める

ことにより、犯罪や災害の発生を誘発する機会を減少させ、市民の安

全で良好な日常生活を確保することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。              

（１）空き家等 市内に存する建物で常時無人の状態にあるもの及びそ  

の敷地をいう。  

（２）管理不良状態 空き家等が犯罪又は災害の発生を誘発する恐れが

ある状態又は市民が生活を営む上で支障を来すおそれがある状態を

いう。  

（３）所有者等 市内に存する建物又はその敷地の所有者又は管理者を  

いう。  

（所有者等の責務）         

第３条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不良状態とならな

いよう適正に管理しなければならない。  

（指導又は助言）  

第４条 市長は、空き家等が管理不良状態であると認めるときは、当該

空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理のための必要な措

置について指導又は助言をすることができる。  

（勧告）  

第５条 市長は、前条の規定により指導又は助言を受けた空き家等の所

有者等が、管理不良状態を改善せず、管理不良状態が継続していると

認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該空き家等の適

正な管理のための必要な措置を講じるよう勧告することができる。  

（立入調査等）       

第６条 市長は、管理不良状態である空き家等があると認めるときは、

必要な限度において職員を当該空き家等に立ち入って調査させること

ができる。  

（命令）  

         



 

 

第７条 市長は、第５条の規定による勧告に係る措置をとらない所有者

等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず

ることができる。  

（公表）     

第８条 市長は、前条の規定により命令を受けた所有者等が正当な理由

なくこれに従わず、かつ、管理不良状態が継続しているときは、次の

各号に掲げる事項を公表することができる。  

（１） 当該所有者等の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主た

る事  

務所の所在地及び代表者の氏名）  

（２）当該空き家等の所在地     

（３）前条による命令の内容  

２ 前項の規定による公表は、流山市公告式条例（昭和２６年流山市条

例第１号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示並びに市の広報紙

への掲載及びホームページへの掲載による。 

（協力要請） 

第９条 市長は、犯罪や災害を防止するため、必要があると認めるとき

は、本市の区域を管轄する警察署に、指導、助言、勧告及び命令の内

容を提供し、必要な協力を求めることができる。 

（委任）  

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（流山市安心安全なまちづくりの推進に関する条例の一部改正） 

２ 流山市安心安全なまちづくりの推進に関する条例（平成１９年流山市

条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第８条を削り、第９条を第８条とし、第１０条から第１２条までを１

条ずつ繰り上げる。 

第１３条を削り、第１４条を第１２条とし、第１５条を第１３条とす

る。  


